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第１章 総   則 

 

（適  用）  

 第１条 本仕様書は、『高齢者福祉計画・第１０期介護保険事業計画策定業務委託仕様書』に適用

するものとする。 

 

（目  的） 

 第２条 本業務は、高齢者がいつまでも住み慣れた地域で自分の希望する生活を送れるよう、村

の高齢者支援のビジョンを描き、高齢者保健福祉及び介護保険事業全般にかかる理念や基

本的な方針・目標を定めることを目的に計画を策定する。 

 

（準拠する法令等） 

 第３条 本業務実施にあたっては、本仕様書によるほか、次に定める関係法令等を参考にして実

施するものとする。 

（１）老人福祉法 

（２）健康増進法 

（３）高齢者の医療の確保に関する法律 

（４）介護保険法 

（５）道志村総合計画【村】（現行計画） 

  （６）道志村高齢者保健福祉計画【村】（現行計画） 

  （７）道志村介護保険事業計画【村】（現行計画） 

  （８）道志村障害者計画【村】（現行計画） 

  （９）道志村障害福祉計画【村】（現行計画） 

  （１０）道志村障害児福祉計画【村】（現行計画） 

  （１１）道志村子ども・子育て支援事業計画【村】（現行計画） 

  （１２）道志村食育推進計画【村】（現行計画） 

  （１３）道志村健康増進計画【村】（現行計画） 

 

（提出書類） 

第４条  受託者（以下「乙」という。）は、業務着手に先立ち、作業着手届、工程表、管理 

   技術者届、実施計画書を委託者（以下「甲」という。）に提出し、その承認を得るものとす

る。 

 

（作業状況報告） 

第５条 乙は、作業の各工程の進捗状況について、適時甲に報告しなければならない。 

 

（検 査） 

 第６条 乙は、作業実施中は、適宜、検査を受けるものとし、全作業完了後に甲による最終検査

を受け、その検査合格をもって納品検収とする。なお、納品検収後といえども、成果品に

誤りや不備があった場合は、乙は、速やかに必要とする、補足又は訂正を行うものとする。 

 



（守秘義務） 

第７条 乙は、本業務により知り得た秘密を他に漏らしてはならない。又、全ての成果品について

は、甲の許可なく他に公表及び貸与をしてはならない。乙は、貸与資料の個人情報取り扱

いの際には、個人情報保護の重要性を認識し、個人の権利、利益を侵害することのないよ

うに努めなければならない。 

 

（納 期） 

 第８条 本作業の納期は、契約締結日から令和９年３月３１日までとする。 

 

 

第２章 計画策定業務 

 

（業務概要） 

第９条 本業務における業務概要は、以下のとおりとする。 

    道志村高齢者保健福祉計画・第１０期介護保険事業計画の作成 

 

（業務内容） 

第１０条  計画策定の業務内容は以下のとおりとする。 

（１）現状及び課題の把握・分析等 

①既存統計資料等の整理及び分析 

人口、世帯、要介護者数、サービス利用状況、給付実績をはじめとする統計数値等から 

現状の把握や整理、とりまとめ及び分析を行う。 

高齢者福祉施策及び介護保険制度に関する国や県の動向並びに他自治体先進事例等に関

する情報の提供を行う。 

②現行計画の目標と達成度の検証 

現行の高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画に掲げた施策・事業の進捗状況、数値目 

標に関する達成状況を検証する。 

③課題の整理 

①～②の結果に基づき、昨年実施したアンケート調査の結果等も踏まえ課題の整理を行

う。 

（２）計画策定に伴うシミュレーション 

①高齢者数及び認定者数の将来推計 

過去の推移等から、2040 年または国の指定する期間までの人口、要介護者数等を推計する。

見える化システム等を活用し、必要事業量、目標事業量の算出を行い、第１号被保険者の保険料

を算定する。収集した資料及び現行計画の進捗を踏まえ、甲と協議し課題抽出を行う。 

②見込み量確保のための方策 

現行計画で設定した見込み量と実績の乖離状況等から、サービス提供体制の問題点や次

期計画の見込み量確保における課題を整理して計画に反映する。 

③見込み量算定の報告 

厚生労働省・県を通じて支給される事業見込み量ワークシート及び保険料算出シートへ

の入力、その他、国・県から報告書等の提出を求められた場合は、見込み量の入力等につい



て適宜支援を行うこと。 

（３）骨子案及び計画素案の作成、修正 

上記（１）～（３）を踏まえ、「高齢者保健福祉計画」、「介護保険事業計画」の骨子案及

び計画素案の作成・修正を行う。また、乙はパブリックコメント用の計画案を作成するとと

もに、村に寄せられた意見・質問に対する回答案を提示すること。 

 

（４）会議等運営支援 

村が設置する「策定委員会」等にオブザーバーとして出席し、会議資料の準備のほか、 

委員会終了後には速やかに議事録を作成すること。また、必要に応じて、会議において作成

した資料の説明を行う。なお、策定委員会は２回程度とする。 

報告書のボリュームは、Ａ４版で１００頁以内（本文一色）を想定する。 

 

 

第３章 成果品 

 

（納入成果品） 

 第１１条 本業務の納入成果品は、以下のとおりとする。 

（１）計画書（Ａ４判・８０頁程度・カラー）及び電子データ一式 

 

 

第４章 その他 

 

（その他） 

 第１２条 その他は、以下のとおりとする。 

（１）成果品の帰属については、すべて甲とする。 

（２）本事業の実施により知りえた情報を他に漏らしてはならない。事業完了後も同様とす

る。 

（３）乙は個人情報の適切な取り扱いを保証（プライバシーマーク等）できること。 

（４）乙は本仕様書で要求する事項を証明する書類を提出すること。この仕様書に記載されて

いるもののほか、必要事項については、村と乙が協議のうえ決定する。 

     

                                       以上 


